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路線名

附帯工事
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工事種別

施行方法

施行場所

本工事



上原2マンホールポンプ修繕

　修繕機器

 　　マンホールポンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1台

　機器仕様

　　出力　　　　　　　15kw

　　吐出量　　　　　 1.14㎥／min以上

　  全揚程　　　　 　33m

　　口径　　　　　　　100mm

　　ケーブル長　　　20ｍ

　　フライホイール　付

　　吸込口管　　　　付

　・既設ポンプ撤去・新設ポンプ据付 1式

　・その他必要なもの・作業 1式

工事概要

多 治 見 市 役 所

工 事 概 要



金 円也

金 円也

金 円也

工 事 価 格

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額

設 計 金 額

計算根拠

多治見市役所

名 称 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要



費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本工事費

機器費

機器費 式 1

計

直接工事費

一般労務費 式 1

小計

計

機械経費 式 1

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書
摘 要

上原2マンホールポ
ンプ修繕



費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書
摘 要

計

仮設費 式 1

計

計

間接工事費

共通仮設費 式 1

小計

現場管理費 式 1

小計

計

工事原価

計

一般管理費

一般管理費 式 1



費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書
摘 要

計

工事価格

消費税及び地方消費税の額

本工事費計



第 1 号

明　　細　　書
名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額

定格15ｋｗ　1.14㎥／min以上

着脱式水中ポンプ 揚程33.0m　口径100ｍｍ 1 台

計

機器費

適 用



第 2 号

明　　細　　書
名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額

設備機械工 3 人

計

50,000

40,000

一般労務費

適 用



第 3 号

明　　細　　書
名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額

仮設費 1 式

交通誘導警備員B 2 人

計

50,000

40,000

仮設費

適 用



特 記 仕 様 書 

 

多治見市建設水道部上下水道施設課 

 

事業番号 施下修第 1-1 号 

事 業 名 上原 2 マンホールポンプ修繕 

施工場所 多治見市笠原町 2455 地内 

事業内容  

上原 2 マンホールポンプ修繕                 1 式 

№2 水中ポンプ（既設 KS-SP103AA 同等品以上）取替        1 台  

 

 機器仕様          

  電源      AC200V 

  出力      15kw        

 吐出量      1.14 ㎥／min 以上      

   全揚程     33m        

口径      100mm        

  ケーブル長   20ｍ 

  フライホイール 付 

  吸込口管    付 

 

 

 ・既設ポンプ撤去・新設ポンプ据付            1 式  

 ・その他必要なもの・作業                1 式  

   

その他 

・契約書・特記仕様書の定めにない事項については、発注者に協議すること。 

 

環境への配慮事項 

・ 自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけ

しないように心がけること。 

・ 業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。 



・ 業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極

力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。 

・ 清掃等周辺環境美化に努める。 

・ 業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。上記のほか、受注者として環境に配慮

する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。 

 

妨害又は不当要求に対する通報義務 

 

１． 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らし

て合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行

を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関

わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。 

２． 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約

内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができ

る。 

 

 

 


